
告
　
　
示

○
香
川
県
議
会
定
例
会
の
招
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
　
策
　
課
）

一

○
平
成
十
六
年
度
香
川
県
商
圏
調
査
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出

（
水
　
産
　
課
）

公
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

二

公
安
委
員
会
規
則

香
川
県
警
察
警
備
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

監
査
委
員
公
表

○
監
査
結
果
の
公
表
（
二
件
）

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
号

平
成
十
六
年
九
月
十
四
日
午
前
十
時
香
川
県
議
会
定
例
会
を
高
松
市
番
町
五
丁
目
香
川
県
議
会
議
事
堂

に
招
集
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号

香
川
県
統
計
調
査
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
香
川
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六

年
度
香
川
県
商
圏
調
査
（
以
下
「
調
査
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
七
日

（
第
九
一
六
五
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 71 号

平成 16 年

9 月 7 日（火曜日）

一

平
成
十
六
年
九
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
査
の
目
的

県
内
の
市
場
構
造
及
び
消
費
購
買
動
向
の
実
態
と
変
化
を
把
握
し
、
地
域
経
済
に
関
す
る
基
礎
資
料

を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
　
調
査
の
期
間

平
成
十
六
年
九
月
十
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

三
　
調
査
の
対
象

香
川
県
内
の
公
立
小
学
校
（
以
下
「
小
学
校
」
と
い
う
。
）
の
五
、
六
学
年
の
児
童
を
構
成
員
に
持

つ
世
帯
の
う
ち
、
知
事
の
選
定
す
る
世
帯
を
対
象
に
行
う
。

四
　
調
査
事
項

次
の
事
項
を
県
下
百
六
十
六
の
単
位
調
査
区
ご
と
に
調
査
す
る
。

１
　
対
象
世
帯
の
状
況

２
　
商
品
別
（
二
十
品
目
）
の
買
物
場
所

３
　
買
物
場
所
別
（
十
四
種
類
）
の
利
用
状
況

４
　
サ
ー
ビ
ス
別
（
八
種
類
）
の
利
用
状
況

五
　
調
査
の
方
法

調
査
は
、
留
置
調
査
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
調
査
票
の
配
付
は
小
学
校
を
通
じ
て
行
い
、
回
収
は
専

用
の
封
書
に
よ
る
郵
送
に
て
行
う
も
の
と
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を

求
め
る
た
め
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

そ
の
指
定
漁
船
調
書
を
平
成
十
六
年
九
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で
内
海
町
漁
業
協
同
組
合
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

告

示



香
川
県
警
察
警
備
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
七
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
神
　
　
原
　
　
　
　
博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
四
号

香
川
県
警
察
警
備
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
警
察
警
備
実
施
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
四
国
管
区
警
察
局
香
川
県
通
信
部
」
を
「
四
国
管
区
警
察
局
香
川
県
情
報
通
信
部
」
に
改

め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

小
豆
郡
内
海
町
福
田
甲
五
二
三
番
地
二
　
　
　
　
丸
川
　
計
広

小
豆
郡
内
海
町
吉
田
甲
一
八
二
番
地
　
　
　
　
　
岡
植
　
保
高

小
豆
郡
内
海
町
当
浜
甲
二
六
三
番
地
　
　
　
　
　
来
嶋
　
博

二
　
加
入
区
の
名
称

福
田
加
入
区

三
　
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

内
海
町
漁
業
協
同
組
合

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
一
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
六
年
十
月
二
十
六
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
障
害
者
在
宅
就
労
サ
ポ
ー
ト
Ｚ
ｅ．

Ｒ
ｏ

川
田
　
英
司

綾
歌
郡
国
分
寺
町
国
分
二
二
三
七
番
地
三

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
に
対
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
情
報
機
器
や
Ｉ
Ｔ
（
情
報
技
術
）
の
活
用
に

よ
る
在
宅
就
労
支
援
等
、
障
害
者
の
社
会
参
加
や
自
立
を
支
援
す
る
た
め
の
様
々
な
事
業
を
行
い
、
も

っ
て
障
害
者
の
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
七
日

（
第
九
一
六
五
号
）

二

公

告

公
安
委
員
会
規
則

監
査
委
員
公
表

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
１６
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
4
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
9
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
16年

9
月
7
日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭

同
　
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
　
石
　
川

治

同
　
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

1
監
査
対
象
部
局
　
　
　
健
康
福
祉
部
（
病
院
事
業
会
計
）

2
監
査
対
象
年
度
　
　
　
平
成
15年
度

3
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日

津
田
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

7
月
14日

白
鳥
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

丸
亀
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
七
日

（
第
九
一
六
五
号
）

三

が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

7
月
15日

中
央
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

県
立
病
院
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

7
月
16日

４
　
監
査
の
結
果

事
業
の
運
営
及
び
予
算
の
執
行
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い

て
は
、
そ
の
都
度
、
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
、
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。

指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

指
導
注
意
事
項

ア
　
通
勤
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

通
勤
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
出
張
、
休
暇
、
欠
勤
等
の
た
め
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
１
日

も
通
勤
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
月
分
は
支
給
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誤
っ
て
支
給
し
て
い

る
た
め
、
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
中
央
病
院
）

イ
　
行
政
財
産
使
用
料
の
徴
収
に
つ
い
て

病
院
内
の
施
設
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
に
当
た
り
、
使
用
面
積
の
増
加
に
伴
い
使
用
料
が
変
更

に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
し
く
調
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、

正
当
額
と
の
差
額
分
を
追
徴
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
中
央
病
院
）

検
討
指
示
事
項

ア
　
患
者
未
収
金
の
解
消
に
つ
い
て

患
者
自
己
負
担
分
医
療
費
に
か
か
る
未
収
金
は
相
当
額
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
未
収
金

の
解
消
及
び
発
生
防
止
に
向
け
た
検
討
を
必
要
と
す
る
。
（
県
立
病
院
課
）

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
１７
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
4
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
9
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
16年

9
月
7
日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭

同
　
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
　
石
　
川

治

同
　
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

１
　
監
査
対
象
部
局
　
　
　
水
道
局

２
　
監
査
対
象
年
度
　
　
　
平
成
15年
度

３
　
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日

県
営
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

7
月
14日

水
道
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

7
月
16日

４
　
監
査
の
結
果

事
業
の
運
営
及
び
予
算
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

な
お
、
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
、
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。



平
成
十
六
年
九
月
七
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
九
月
七
日

（
第
九
一
六
五
号
）

四

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


